
4

文
化
セ
ン
タ
ー
の
受
け
付
け
を
再
開

市
民
協
働
推
進
課

�
７
７
５
―

４
５
３
９

�
７
７
５
―

９
８
１
９

耐
震
補
強
工
事
な
ど
の
改
修
工
事
の
た

め
現
在
休
館
中
の
文
化
セ
ン
タ
ー
は
、
１０

月
１
日
㈰
か
ら
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
開
館
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
す
で
に
ホ
ー
ル
な
ど
の

一
部
施
設
は
、
３
月
１
日
か
ら
上
尾
市
公

共
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
で
抽
選
申
し
込
み

の
受
け
付
け
を
開
始
し
て
い
ま
す
が
、
多

目
的
室
や
集
会
室
な
ど
、
そ
れ
以
外
の
施

設
も
７
月
１
日
㈯
か
ら
受
け
付
け
を
開
始

し
ま
す
。

【
施
設
予
約
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
】文

化
セ
ン
タ
ー（
〒
３６２
―

０
０
１
１
平
塚
９５１
―

２
イ
コ
ス
上
尾
内
）�
７７４
―

２
９
５
１
・
�

７７４
―

２
９
５
５

県
後
期
高
齢
者
医
療

歯
科
健
康
診
査

保
険
年
金
課

�
７
７
５
―

５
１
２
５

（
高
齢
者
医
療
担
当
）
�
７
７
５
―

９
８
２
７

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
は
、

該
当
被
保
険
者
に
対
し
て
歯
科
健
康
診
査

を
実
施
し
ま
す
。
�
７
月
１
日
㈯
〜
平

成
３０
年
１
月
３１
日
㈬

�
県
歯
科
医
師
会

加
入
の
実
施
医
療
機
関

�
平
成
２８
年
度

に
７５
歳
に
な
っ
た
市
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
加
入
者（
昭
和
１６
年
４
月
２
日
〜
昭

和
１７
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）
�
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
、
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
か
ら
の
歯
科
健
康
診
査
に

関
わ
る
郵
送
物
一
式（
６
月
ご
ろ
に
対
象

者
へ
郵
送
）
※
平
成
２９
年
度
の
市
成
人

歯
科
健
康
診
査
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
�
希
望
す
る
実

施
医
療
機
関
に
直
接
予
約

※
市
外
の
歯

科
医
院
で
も
受
診
可
能
で
す
。

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
初
開
催

高
齢
介
護
課

�
７
７
５
―

６
４
７
３

�
７
７
６
―

８
８
７
２

３
月
２０
日
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

で
、「
上
尾
市
の
医
療
と
介
護
の
将
来
を

考
え
る
集
い
」と
題
し
、
在
宅
医
療
・
介

護
連
携
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
市
の
医
療
・
介
護
関
係
者
の

連
携
推
進
や
地
域
住
民
へ
の
在
宅
医
療
な

ど
の
普
及
・
啓
発
を
目
的
に
し
て
い
ま

す
。

こ

や

の

最
初
に
、
聖
学
院
大
学
教
授
の
古
谷
野

わ
た
る亘
さ
ん
を
招
き
、「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
と
医
療
・
介
護
連
携
の
必
要
性
」を

テ
ー
マ
に
し
た
基
調
講
演
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
そ
の
他
に
も
上
尾
市
医
師
会
、
ケ
ア

マ
ネ
の
会
あ
げ
お
の
代
表
者
に
よ
る「
在

宅
医
療
の
現
状
」「
在
宅
介
護
の
現
状
」の

事
例
報
告
や
市
リ
ハ
ビ
リ
協
議
会
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
代
表
者
を
加
え

「
上
尾
市
の
医
療
と
介
護
の
将
来
を
考
え

る
」を
テ
ー
マ
に
し
た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

医
療
や
介
護
に
携
わ
る
専
門
職
が
、
上

尾
市
に
お
け
る
在
宅
療
養
の
現
状
や
今

後
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、

活
発
な
意
見

交
換
を
行

い
、来
場
者

の
皆
さ
ん
も

熱
心
に
聞
き

入
っ
て
い
ま

し
た
。

建
物
の
ア
ス
ベ
ス
ト
分
析

調
査
費
用
を
補
助

建
築
安
全
課

�
７
７
５
―

８
４
９
０

�
７
７
５
―

９
９
０
６

ア
ス
ベ
ス
ト
の
分
析
調
査
事
業
を
行
う

建
物
の
所
有
者
な
ど
に
補
助
金
を
交
付
し

ま
す
。
�
吹
き
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
が
施

工
さ
れ
て
い
る
恐
れ
が
あ
る
市
内
の
建
築

物
【
補
助
対
象
者
】所
有
者
、
区
分
所
有

者
の
団
体
ま
た
は
管
理
者

※
一
定
の
条

件
が
あ
り
ま
す
。
【
補
助
金
額
】分
析
調

査
に
要
し
た
経
費（
予
算
の
範
囲
内
で
２５

万
円
を
限
度
）
【
分
析
調
査
を
行
う
機

関
】日
本
工
業
規
格（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
）Ａ
１
４
８

１
―

１
〜
４
に
適
合
し
、
所
定
の
装
置
・

機
器
を
備
え
て
い
る
作
業
環
境
測
定
法
第

２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
機
関

�
事
前

相
談
票（
建
築
安
全
課
に
あ
る
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に

必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
必
要
書
類
を
用

意
し
直
接
、
建
築
安
全
課
へ

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
を
配
布

西
貝
塚
環
境
セ
ン
タ
ー

�
７
８
１
―

９
１
４
１

�
７
８
１
―

９
１
６
６

平
成
２９
年
度『
上
尾
市
ご
み
収
集
カ
レ

ン
ダ
ー
』（
７
月
１
日
〜
平
成
３０
年
６
月

３０
日
分
）を
６
月
中
に
配
布
し
ま
す
。
カ

レ
ン
ダ
ー
は
住
ん
で
い
る
地
域（
４
地
域
）

の
収
集
日
程
に
合
わ
せ
て
作
成
し
て
い
ま

す
。
ル
ー
ル
を
守
り
、
必
ず
カ
レ
ン
ダ
ー

の
日
程
に
従
っ
て
ご
み
を
出
し
て
く
だ
さ

い
。

■
平
成
２８
年
度『
上
尾
市
ご
み
収
集
カ
レ

ン
ダ
ー
』の
訂
正

平
成
２８
年
度『
上
尾
市
ご
み
収
集
カ
レ

ン
ダ
ー
』の
Ａ
に
つ
い
て
、
６
月
２９
日
㈭

が
空
欄
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、可
燃
物（
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
を
含
む
）の
日
と
な
り
ま
す

の
で
、
お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

平
成
２９
年
度
教
科
書
展
示
会

指
導
課

�
７
７
５
―

９
６
７
２

�
７
７
５
―

５
６
３
３

市
教
育
委
員
会
で
は
、公
立
小
・
中
学

校
で
使
用
す
る
教
科
書
見
本
本
な
ど
を
展

示
し
ま
す
。
�
６
月
１６
日
㈮
〜
２９
日
㈭

１１
〜
１８
時

�
市
教
育
セ
ン
タ
ー

パネルディスカッションの様子
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おめでとうございます

判定基準／本人または同一
世帯（７０～７４歳）国保加入者

市・県民税課税標準額が１４５万円以上
の人

市・県民税課税標準額が１４５万円未満
の人
平成２７年１月２日以降に７０歳を迎える
人がいる世帯で、旧ただし書き所得
（注）の合計額が２１０万円以下の人

自己負担割合

３割
（現役並み所得者）

２割
（誕生日が昭和
１９年４月１日まで
の人は１割）

（注）総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期（短期）
譲渡所得金額などの合計から基礎控除額３３万円を控除した額
（雑損失の繰越控除額は控除しない）

国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
を
更
新

保
険
年
金
課

�
７
８
２
―

６
４
７
１

（
国
保
資
格
・
課
税
担
当
）
�
７
７
５
―

９
８
２
７

８
月
１
日
㈫
か
ら
、
１
年
間
使
え
る
国

民
健
康
保
険（
国
保
）被
保
険
者
証
を
更
新

し
ま
す
。新
し
い
被
保
険
者
証（
茶
色
）は
、

６
月
下
旬
か
ら
順
次
、
簡
易
書
留
で
郵
送

し
ま
す
。
※
国
保
か
ら
勤
務
先
の
健
康

保
険
に
変
わ
っ
た
人
は
、
国
保
を
脱
退
す

る
手
続
き
が
必
要
で
す
。
【
必
要
書
類
】

国
保
被
保
険
者
証
、
勤
務
先
の
被
保
険
者

証
、
本
人
確
認
書
類
、
脱
退
者
と
世
帯
主

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
物
【
受
付

窓
口
】保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
・
出

張
所

■
７０
歳
以
上
の
国
保
加
入
者

７０
歳
の
誕
生
日
の
翌
月（
１
日
生
ま
れ

の
人
は
誕
生
月
）か
ら
７５
歳
の
誕
生
日
の

前
日
ま
で
は
、
国
保
被
保
険
者
証
兼
高
齢

受
給
者
証
を
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
提

示
す
る
こ
と
で
、
負
担
割
合
が
２
割（
誕

生
日
が
昭
和
１９
年
４
月
１
日
ま
で
の
人
は

１
割
）ま
た
は
３
割
に
な
り
ま
す
。
負
担

割
合
を
判
定
す
る
所
得
基
準
は
下
表
の
と

お
り
で
す
。
負
担
割
合
の
判
定
は
、
同
一

世
帯
に
属
す
る
７０
〜
７４
歳
の
国
保
加
入
者

の
所
得
を
基
準
に
行
う
た
め
、
同
一
世
帯

の
７０
〜
７４
歳
の
人
は
同
じ
負
担
割
合
に
な

り
ま
す
。
※
同
一
世
帯
内
の
７０
〜
７４
歳

の
人
が
国
保
を
加
入
・
脱
退
し
た
時
や
、

所
得
額
な
ど
の
変
更
が
あ
っ
た
時
は
、
負

担
割
合
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
変
更
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
以
前
は
医
療
機
関
へ
受
診
の
時

に
被
保
険
者
証
と
高
齢
受
給
者
証
の
２
枚

の
提
示
が
必
要
で
し
た
が
、
一
体
化
し
た

た
め
現
在
は
国
保
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受

給
者
証
の
１
枚
で
受
診
が
で
き
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
所
得
申
告

保
険
年
金
課

�
７
８
２
―

６
４
７
１

（
国
保
資
格
・
課
税
担
当
）
�
７
７
５
―

９
８
２
７

国
民
健
康
保
険（
国
保
）税
は
、
国
保
加

入
者
の
前
年（
平
成
２８
年
１
月
１
日
〜
１２

月
３１
日
）中
の
所
得
金
額
な
ど
を
基
に
算

定
し
ま
す
。
所
得
税
や
市
・
県
民
税
を
期

日
ま
で
に
申
告
し
た
人
は
、
そ
の
申
告
内

容
で
算
定
し
ま
す
が
、
申
告
が
済
ん
で
い

な
い
人
は
、
税
務
署
ま
た
は
市
民
税
課
で

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

国
保
税
に
は
、
一
定
所
得
以
下
の
世
帯

に
掛
か
る
税
額
を
軽
減
す
る
制
度
が
あ

り
、
軽
減
の
判
定
に
は
世
帯
主
と
加
入
者

全
員
の
前
年
所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。

税
法
上
申
告
の
必
要
が
な
い
人（
確
定
申

告
や
市
・
県
民
税
の
申
告
書
な
ど
で
扶
養

者
に
な
っ
て
い
る
配
偶
者
と
１６
歳
以
上
の

人
）も
、
国
保
税
の
所
得
申
告
が
必
要
で

す
。
対
象
者
に
は
申
告
書
を
６
月
中
旬
に

郵
送
し
ま
す
の
で
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で

保
険
年
金
課（
〒
３６２
―

８
５
０
１
本
町
３
―

１
―

１
）へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
を

す
る
時
期
に
よ
っ
て
は
国
保
税
の
税
額
が

年
度
途
中
で
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、早
め
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

芝
川
の
画
像
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
配
信

河
川
課

�
７
７
５
―

９
３
８
１

�
７
７
５
―

９
９
０
６

市
で
は
、
芝
川
鎌
倉
橋（
二
ツ
宮
）に
河

川
監
視
カ
メ
ラ
を
設
置
し
、
リ
ア
ル
タ
イ

ム
画
像
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
配
信
し
て

い
ま
す
。
台
風
や
集
中
豪
雨
の
と
き
に
、

水
位
の
上
昇
し
た
河
川
を
見
に
行
く
の
は

大
変
危
険
で
す
。
気
象
情
報
と
併
せ
て
防

災
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。
河
川
監
視
カ

メ
ラ
専
用
サ
イ
ト（
�http

://w
w
w
.a

geo-river.jp/

）
※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

秘書政策課 �７７５-３８４９・�７７５-９８６１

平成２９年春の叙勲・褒章、第２８回危険業務従事
者叙勲の市内の受章者を紹介します（敬称略）。
平成２９年春の叙勲
旭日小綬章
武藤 政春（地方自治功労）
旭日単光章
岡林 聰（環境衛生功労）
瑞宝小綬章
長原 榮（郵政行政事務功労）
平成２９年春の褒章
藍綬褒章
松本 光（消防功績）
矢島 健次（消防功績）
第２８回危険業務従事者叙勲
瑞宝双光章
阿部 正弘（警察功労）
楳木 良敏（警察功労）
河野 和幸（防衛功労）
鈴木 金雄（警察功労）
宮本 悦郎（警察功労）

瑞宝単光章
阿部 忠行（警察功労）
遠藤 幹夫（警察功労）
遠藤 保明（警察功労）
中野 成美（警察功労）
安田 正（警察功労）
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高齢者サービス高齢者サービス
ご利用ください

利用できる施設
●老人福祉センターことぶき荘（�７７６―２２６５）
�健康増進とレクリエーションの施設（無料入浴あり）
�６０歳以上の人 【開館日】㈪～㈮９時３０分～１６時（敬老
の日を除く㈷と１２月２８日～１月４日は休館） ※詳しく
は、直接ことぶき荘に問い合わせてください。

●老人だんらんの家
�だんらんの場として地区集会所などを該当事務区が
開放 �該当事務区内のおおむね６０歳以上の人

手当・給付など
●日常生活用具の給付
�火災警報器、自動消火器、電磁調理器の給付（事前
に防災の配慮が必要かどうかの調査あり） �おおむ
ね６５歳以上で在宅の寝たきりまたは一人暮らしの人
※世帯を構成する全員が住民税非課税であることが条
件です。 �給付内容ごとの基準額を超えた場合は、自
己負担あり
●要介護高齢者手当の支給
�年３回（８・１２・４月）、月額１万円（申請月から）を支給
�６５歳以上で、介護保険で要介護４・５の人（医療機関
や介護保険施設などの入院・入所者を除く）で、世帯
の生計中心者（所得の最も多い人）が所得税非課税であ
ること ※要介護高齢者介護者慰労金の支給を受けて
いる人を除きます。
●要介護高齢者介護者慰労金の支給
�年３回（８・１２・４月）、月額１万円（申請月から）を支給
�６５歳以上で、介護保険で要介護４・５の人（医療機関
や介護保険施設などの入院・入所者を除く）と同居し、
常時介護している人 ※要介護高齢者手当の支給を受
けている人を除きます。

●住替家賃の助成
�民間賃貸住宅に住み、取り壊しにより転居を求めら
れた高齢者世帯に、転居後の家賃の一部を１年間助成
（転居先は民間賃貸住宅に限る） ※立ち退き請求があ
った時点での相談が必要です。【助成金額】転居後の
住宅の月額家賃から転居前の住宅の月額家賃を減じた
額（月１万円を限度） �市内に引き続き１年以上居住す
る６５歳以上の一人暮らしの人または６５歳以上の人を含
む６０歳以上で構成する世帯（世帯の生計中心者の前年
度分の市民税所得割が非課税の世帯） ※生活保護を
受けている人を除きます。
●紙おむつ券の給付
�市指定の薬局で紙おむつと交換できる４，６９０円相当
の紙おむつ券を、申請月より月１枚給付 �６５歳以上
で、介護保険で要介護４・５の人（医療機関や介護保険
施設などの入院・入所者を除く）で、世帯の生計中心
者（所得の最も多い人）が所得税非課税であること
●敬老祝金の支給
【贈呈額】７５歳／５千円、７７歳／１万円、８８歳／２万円、９９
歳／３万円、１００歳以上／５万円 ※９月中旬に民生委員
が届けます。 �８月３１日現在、市内に引き続き１年以
上居住する７５・７７・８８・９９歳、１００歳以上の人

その他のサービスなど
はいかい

●徘徊高齢者等探索サービス
�高齢者が端末発信機を携帯することで、所在不明に
なった時、居場所が確認できる �おおむね６５歳以上
で在宅の徘徊高齢者か初老期認知症の人を介護してい
る人 �月額２３７円（開始時負担額２，１６０円）または５９６
円 ※希望した業者により上記のいずれかの額になります。
●緊急通報システム
�緊急通報機の貸与 【機器使用料】月額１，２９６円（世帯
の生計中心者〈所得の最も多い人〉が所得税非課税世帯
は無料）【通話料】自己負担 �市内に住所があり、お
おむね６５歳以上で日常生活上、常時注意が必要な人、
または外出困難な在宅の重度身体障害者

●いきいきクラブ
�各クラブで生きがい健康づくり、福祉の向上、地域
の見守り活動などを実施 �おおむね６０歳以上の人
●ヘルプカード
�高齢者や障害のある人（難病患者を含む）などが、災
害時や緊急時、日常生活の中で困った時に、必要な支援
や配慮を周囲の人にお願いするためのカード
●あんしん証
�顔写真入りで、公共施設の料金割引時の本人確認や、
外出時の緊急連絡カードとして利用可能なカード �
６０歳以上の人

高齢者が自立し、生きがいをもって
生活が送れるように支援するととも
に、その家族の介護負担を軽減するた
めのサービスです。詳しくは高齢介護
課に問い合わせてください。 ※サー
ビスはいずれも市内に住所がある人が
対象です。高齢介護課 �７７５-５１２４・�７７６-８８７２
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男
女
共
同
参
画
週
間

人
権
男
女
共
同
参
画
課

�
７
７
８
―

５
１
１
１

�
７
７
８
―

５
１
１
２

「
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
」が
平
成

１１
年
６
月
２３
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
踏

ま
え
、
毎
年
６
月
２３
〜
２９
日
を「
男
女
共

同
参
画
週
間
」と
定
め
て
い
ま
す
。
こ
の

期
間
に
、
市
や
県
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
啓
発

事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
の
男
女
共
同
参
画
週
間
の
キ
ャ

ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は「
男
で
○
、
女
で
○
、
共

同
作
業
で
◎
。」で
す
。

男
性
と
女
性
が
職
場
・
学
校
・
地
域
・

家
庭
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
能
力
を
発

揮
で
き
る「
男
女
共

同
参
画
社
会
」を
実

現
す
る
た
め
、
こ
の

機
会
に
私
た
ち
の
周

り
の
男
女
の
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い

て
、
考
え
て
み
ま
し

ょ
う
。

『
デ
ュ
エ
ッ
ト
』編
集
協
力
員
を
募
集

人
権
男
女
共
同
参
画
課

�
７
７
８
―

５
１
１
１

�
７
７
８
―

５
１
１
２

市
民
の
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
理
解

と
関
心
を
深
め
る
た
め
、
年
１
回
発
行
し

て
い
る
、
男
女
共
同
参
画
情
報
紙『
デ
ュ

エ
ッ
ト
』の
編
集
協
力
員
を
募
集
し
ま
す
。

�『
デ
ュ
エ
ッ
ト
』の
企
画
・
取
材
・
編
集

と
編
集
会
議
へ
の
出
席（
年
５
回
程
度
）

�
男
女
共
同
参
画
に
関
心
が
あ
り
、
市
内

に
６
カ
月
以
上
居
住
し
て
い
る
２０
歳
以
上

の
人
【
謝
礼
】６
千
円
以
内

�
若
干
名

	
は
が
き
か
フ
ァ
ク
ス
に
住
所
、氏
名（
ふ

り
が
な
）、
生
年
月
日
、
性
別
、
職
業
、
電

話
番
号
、
市
内
居
住
期
間
、
今
ま
で
団
体

な
ど
の
機
関
紙
の
発
行
に
携
わ
っ
た
こ
と

が
あ
れ
ば
そ
の
感
想
、
な
け
れ
ば
応
募
の

動
機
を
記
入
し
て
、６
月
１５
日
㈭
ま
で（
必

着
）に
人
権
男
女
共
同
参
画
課（
〒
３６２
―

８

５
０
１
本
町
３
―

１
―

１
）へ

行
政
相
談
委
員
を
委
嘱

市
民
協
働
推
進
課

�
７
７
５
―

４
５
９
７

�
７
７
５
―

９
８
１
９

行
政
相
談
委
員
は
、
民
間
の
有
識
者
の

中
か
ら
総
務
大
臣
が
委
嘱
し
、
住
民
の
皆

さ
ん
か
ら
、
国
の
行
政
に
対
す
る
苦
情
・

意
見
・
要
望
な
ど
を
聴
き
、
問
題
の
解
決

を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
意
見

を
基
に
行
政
運
営
の
改
善
を
進
め
ま
す
。

左
記
の
５
人
が
４
月
１
日
付
で
総
務
大

臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

●
行
政
相
談
委
員（
順
不
同
・
敬
称
略
）

大
﨑
純
子
、
松
澤
美
智
子
、
山
根
充
夫
、

タ
カ
ヨ
シ

ケ
イ
コ

松
本
貴
𠮷
、
諸
井
佳
子

●
定
例
相
談
日（
２９
ペ
ー
ジ
参
照
）
�
毎

月
第
１
㈫（
㈷
を
除
く
）１０
〜
１２
時

�
市

民
相
談
室（
市
役
所
第
三
別
館
１
階
）

市民の皆さん、こんにちは。市長の島村です。
青葉が鮮やかな季節になりましたが、いかがお過

ごしでしょうか。
去る５月６日、埼玉県を拠点とするプロ野球チーム

「武蔵ヒートベアーズ」の公式戦が上尾市民球場で開
催され、ゴールデンウイークということもあり、た
くさんの人が会場を訪れました。間近でプロの迫力
を楽しんでいただき、思い出に残る１日になったこ
とと思います。円陣組みやキャッチボールなどファ
ンと交流するさまざまなイベントも開かれ、本市が
昭和５１年に宣言した「上尾市スポーツ都市宣言」にふ
さわしい、一人一人がスポーツに親しむことができ
る催しとなりました。
適度な運動は、生活リズムにメリハリをつけ、上

質な睡眠を取るために有効とされています。睡眠時
間の不足や睡眠の質の低下は、生活習慣病のリスク

につながることが分かっていて、不眠が抑うつなど
の心の不健康につながることもあるそうです。睡眠
が不足すると、感情調節が思うようにできなくなっ
たり、遂行能力が低下したりして、ストレスを感じ
やすくなるという報告もあります。２０歳以上を対象
とした厚生労働省の調査によると、「運動習慣のあ
る者」の割合は、全体では、男性３７．８㌫、女性２７．３
㌫である一方で、２０歳代では、男性１７．１㌫、女性８．
３㌫と、若者ほど運動習慣が少ないことが分かりま
す。この傾向は、上尾市においても同様に見られま
す。
市では、３月に産・学・官・民が連携して「アッ
ピー元気体操パート２」を制作しました。平成１８年に
制作された「アッピー元気体操」は、市内８３会場で、２，
７００人以上の人に親しまれていて、転倒予防や筋力
強化といった介護予防を目的としています。このた
びパート２では、子どもからお年寄りまで、幅広い
世代が参加して多世代交流を図ることのできる内容
になっています。
梅雨の季節は外出の機会も減り、運動不足になり
がちです。「アッピー元気体操パート２」は、市の公

チューブ
式動画チャンネル「あげTube」で公開されていま
す。室内でもできる体操ですので、ぜひご覧いただ
き、動画に合わせて体を動かしてみてください。

運動と健康づくり
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8/5土
開催
あげお花火大会の

協賛者を募集

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を

市
民
協
働
推
進
課

�
７
７
５
―

４
５
３
９

�
７
７
５
―

９
８
１
９

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
、
昭
和
５８

年
の
開
館
か
ら
３４
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

今
後
の
改
修
な
ど
に
向
け
て
の
参
考
と
す

る
た
め
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま

す
。
対
象
者
に
は
調
査
票
を
郵
送
し
ま
す

の
で
、
趣
旨
を
ご
理
解
の
上
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
�
６
月
５
日
㈪
〜
２０

日
㈫

�
無
作
為
に
抽
出
し
た
市
内
に
在

住
の
満
１８
歳
以
上
の
男
女
２
千
人

第
２
次
上
尾
市
地
域
福
祉
計
画
・

第
５
次
上
尾
市
地
域
福
祉
活
動
計
画

説
明
会
の
参
加
者
募
集

福
祉
総
務
課

�
７
７
５
―

５
１
１
８

�
７
７
５
―

９
８
４
６

市
と
市
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
地
域
の
課
題
を
解
決
し
、
地
域
福
祉

を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に
、「
第
２
次

上
尾
市
地
域
福
祉
計
画
・
第
５
次
上
尾
市

地
域
福
祉
活
動
計
画
」を
合
同
で
策
定
し

ま
し
た
。こ
の
た
び
、本
計
画
概
要
な
ど
に

つ
い
て
の
説
明
会
を
実
施
し
ま
す
の
で
参

加
者
を
募
集
し
ま
す
。
�
７
月
７
日
㈮

第
１
回（
東
側
地
域
）／
１３
時
３０
分
〜
、
第

２
回（
西
側
地
域
）／
１５
時
３０
分
〜

�
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

�
第
２
次
上
尾

市
地
域
福
祉
計
画
・
第
５
次
上
尾
市
地
域

福
祉
活
動
計
画
の
概
要（
主
な
取
り
組
み

内
容
）と
推
進
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど

�

各
回
３００
人（
先
着
順
）
※
参
加
回
を
調
整

さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

�
任
意
の
様
式
に「
地
域
福
祉
説
明
会
参

加
申
し
込
み
」、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番

号
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス（
有
る
人
）を
記
入

し
て
、
６
月
２３
日
㈮
ま
で（
当
日
消
印
有

効
）に
直
接
ま
た
は
郵
送
か
、
フ
ァ
ク
ス
、

メ
ー
ル
で
福
祉
総
務
課（
〒
３６２
―

８
５
０
１

本
町
３
―

１
―

１
、
�s171100@

city.
ageo.lg.jp

〈
件
名
に「
地
域
福
祉
説
明
会

参
加
申
し
込
み
」と
入
力
〉）へ

※
電
話

で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を

子
ど
も
支
援
課

�
７
７
５
―

５
１
２
０

�
７
７
４
―

５
３
４
２

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
毎

年
６
月
に
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

現
況
届
は
、
６
月
１
日
現
在
の
状
況（
児

童
の
養
育
状
況
、
所
得
、
加
入
し
て
い
る

年
金
の
種
別
）を
確
認
し
、
引
き
続
き
手

当
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る

も
の
で
す
。
該
当
者
に
は
６
月
初
旬
に
現

況
届
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を

記
入
し
て
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出

が
な
い
と
、
６
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。
【
提
出
期
間
】６
月
１
日
㈭
〜
３０

日
㈮
【
提
出
書
類
】必
要
に
応
じ
て
健
康

保
険
証
の
写
し
な
ど
の
書
類
を
添
付

【
提
出
方
法
】同
封
の
返
信
用
封
筒
で
郵
送

ま
た
は
直
接
、子
ど
も
支
援
課
、各
支
所
・

出
張
所
へ

雨
水
貯
留
施
設（
雨
水
タ
ン
ク
）

設
置
費
補
助
金

河
川
課

�
７
７
５
―

９
３
８
１

�
７
７
５
―

９
９
０
６

市
で
は
、
雨
水
流
出
の
抑
制
と
雨
水
の

有
効
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
予
算
の
範

囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。
�
市

内
に
住
所
が
あ
り
、
自
己
の
家
庭
用
と
し

て
設
置
し
、維
持
管
理
が
で
き
る
人
【
補

助
対
象
と
な
る
雨
水
貯
留
施
設
】既
製
品

で
貯
留
容
量
が
１００
㍑
以
上
の
も
の
【
補

助
金
額
】購
入
・
設
置
に
要
し
た
費
用
の

２
分
の
１
の
額
で
上
限
３
万
円

�
申
請

書（
河
川
課
に
あ
る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必
要
事
項

を
記
入
し
て
、必
要
書
類
を
用
意
し
直
接
、

河
川
課
へ

※
雨
水
貯
留
施
設
を
購
入
前

に
申
請
し
、
補
助
金
交
付
決
定
後
に
、
購

入
・
設
置
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

市民の皆さんに協賛をお願いします。会場内の協賛者席へ招待し
ます。協賛者名とメッセージは、花火大会リーフレットに掲載し新
聞折り込みでお知らせする他、花火大会会場（平方地区の荒川河川
敷）で放送します。誕生（出産）、入学（園）、卒業（園）、合格、成人、
入社、結婚、定年などの記念に花火を打ち上げてみませんか。 �６
月２３日㈮まで ※詳しくは市観光協会へ問い合わせてください。

金 額
５，０００円
１０，０００円
１５，０００円
３０，０００円
６０，０００円
１００，０００円
３００，０００円
６００，０００円

１，０００，０００円

種 類
３号玉
４号玉
５号玉
７号玉
１０号玉

１０号玉（２発）
スターマイン
大スターマイン
特大スターマイン

市観光協会 �７７５-５９１７・�７７５-５０２４

【花火の種類と金額（１発当たり）】
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事務区長を委嘱平成29年度

上 尾 地 区

事務区 氏 名

緑 丘 武藤 昭夫

緑丘五丁目 山根 充夫

上 町 田澤 信八

宮 本 町 小林 仁

仲町一丁目 岡田 貞夫

仲町二丁目 廿浦 章

愛宕一丁目 田中 功

愛宕二丁目 宮本 利章

愛宕三丁目 西谷 猛

栄 町 山口 弘江

日 の 出 鈴木 勝

東 町 髙山 國男

陣 屋 茂木 英治

二ツ宮一区 菊池 紀夫

二ツ宮二区 金子 範義

向 原 石曽根 福吉

本町一・二丁目 戸枝 伸之

本町三・四丁目 永樂 嘉明

本町五・六丁目 池田 優

春 日 澤畑 稔裕

柏座一丁目 朽木 智

柏座二丁目 岡村 悦子

柏座三丁目 菅谷 重信

柏座四丁目 刀根 正克

谷津一丁目 新井 邦男

谷津二丁目 金子 銀司

富 士 見 平田 秀明

富士見団地 田中 伸幸

原 新 町 矢澤 元夫

根貝戸団地 篠原 紀元

上尾東団地 嶋﨑 洋明

ソフィア上尾 布瀨川 隆

パーク上尾 飯野 哲弘

レック上尾 伴 義明

フィーリア上尾 宮内 誠

エージオタウン 木村 澄代

向 原 宿 舎 上野 禎

平 方 地 区

事務区 氏 名

南 相田 有一

下 宿 千島 務

上 宿 神山 忍

新 田 関根 正

上 野 中田 勝己

平方領々家 小川 晴久

上 野 本 郷 植竹 光吉

西 貝 塚 栗原 榮二

丸 山 団 地 吉澤 和枝

原 市 地 区

事務区 氏 名

第 一 区 弦巻 聰忠

第 二 区 宮﨑 年三

第 三 区 石川 進

第 四 区 黒須 明

第 五 区 髙津戸 久男

第 六 区 宮島 孝夫

第 七 区 鈴木 礼三

第 八 区 黒須 実

第 九 区 下里 良男

第 十 区 山崎 秀夫

柳通り北区 名取 邦光

大 石 地 区

事務区 氏 名

小 泉 佐々木 好文

下 芝 矢部 茂

中 分 岡田 武夫

藤 波 栁川 精延

井 戸 木 松井 紘二

中 妻 金井塚 清

浅 間 台 西脇 正典

弁 財 田中 崇

小敷谷東部 木内 三郎

小敷谷西部 原田 嘉明

畔 吉 東 部 田邉 博幸

畔 吉 前 原 西村 俊晴

畔 吉 新 田 大井川 健一

畔 吉 雲 雀 粕谷 俊夫

領 家 東 部 小山 誠夫

領 家 西 部 石川 明

三 井 冨川 喜久

サニータウン 木村 武幹

泉 台 田澤 六三

上 平 地 区

事務区 氏 名

町 谷 大久保 林一

宮 の 下 武山 信治

上 郷 髙橋 正一

箕 の 木 髙山 孔一

上 新 梨 子 前島 芳範

久 保 安川 彰

西 門 前 木原 鐡夫

南 福田 泰雄

南 新 梨 子 湯本 均

下 組 岡田 和信

北 中 地 大川原 進

新 田 髙橋 茂

上 組 松本 吉男

須 ケ 谷 市ノ川 義幸

上 平 塚 坂 佳三

中 平 塚 井上 始郎

下 平 塚 島村 勇

平 塚 団 地 柳橋 節男

上尾第一団地 長塚 正明

シラコバト団地 鵜殿 不盡彦

錦 町 小牧 隆

大 谷 地 区

事務区 氏 名

地 頭 方 有田 泰正

壱 丁 目 関口 栄一

今 泉 金子 佳宏

東 今 泉 塚田 和男

向 山 小川 輝男

大 谷 本 郷 山﨑 光則

堤 崎 吉澤 哲志

中 新 井 吉澤 祐一

戸 崎 長澤 不二夫

西宮下一区 岡田 榮

西宮下二区 岩本 隆二

川 関根 久男

戸 崎 団 地 石井 宏幸

原 市 団 地 地 区

事務区 氏 名

原 市 団 地 栗田 尚

尾 山 台 団 地 地 区

事務区 氏 名

尾山台団地 尾上 道雄

西 上 尾 第 一 団 地 地 区

事務区 氏 名

西上尾第一団地 鈴木 照子

西 上 尾 第 二 団 地 地 区

事務区 氏 名

西上尾第二団地 小野 博

市民協働推進課 �７７５-４５３９・�７７５-９８１９

市内を１１４の区域（事務区）に分けて、その代表を事務区長として委嘱
しています。事務区長は、事務区と行政を結ぶ連絡調整の役割を担って
います（下表参照。敬称略、太字が各地区区長会長）。
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受付開始日

６月５日㈪

８月７日㈪

平成３０年２月５日㈪

ところ

コミュニティセンター

総合福祉センター

上尾公民館
（文化センター内）

とき

７月３日㈪・４日㈫・１０日㈪・
１１日㈫・１８日㈫

９月７日㈭・８日㈮・１４日㈭・
１５日㈮・２１日㈭

平成３０年３月１日㈭・２日㈮・
８日㈭・９日㈮・１６日㈮

第１回

第２回

第３回

※時間はいずれも１３時～１６時３０分です。

市
県
民
税
の
納
付
は
６
月
か
ら

市
民
税
課

�
７
７
５
―

５
１
３
１

�
７
７
５
―

９
８
４
６

平
成
２９
年
度
の
市
県
民
税（
住
民
税
）額

を
６
月
に
決
定
し
ま
す
。
課
税
さ
れ
る
人

に
は
、
次
の
①
〜
③
の
各
通
知
書
で
年
税

額
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
分
の
申
告
内
容
や
収
入
の

種
類
な
ど
に
よ
り
、
年
税
額
を
複
数
の
方

法
で
納
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。
※
通
知
書
が
届
か

な
い
場
合
は
市
民
税
課
に
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
非
課
税
と
な
る
人
に
は
通

知
書
は
届
き
ま
せ
ん
。

■
通
知
書
、
納
付
方
法

①
給
与
所
得
等
に
係
る
市
民
税
・
県
民
税

特
別
徴
収
税
額
の
決
定
通
知
書
／
６
月
〜

平
成
３０
年
５
月
の
毎
月
の
給
与
か
ら
、
市

県
民
税
を
１２
回
に
分
け
て
特
別
徴
収（
天

引
き
）し
ま
す
。

②
公
的
年
金
等
所
得
に
係
る
年
金
特
徴
税

額
の
決
定
通
知
書
／
４
月
〜
平
成
３０
年
２

月
の
各
偶
数
月
に
支
給（
６
回
）さ
れ
る
公

的
年
金
か
ら
市
県
民
税
を
天
引
き
し
ま

す
。
４
・
６
・
８
月
は
、
前
年
度
に
通
知

し
た
仮
徴
収
税
額
を
天
引
き
し
ま
す
。
②

に
加
え
①
の
方
法
で
も
納
付
す
る
人
は
、

②
の
通
知
書
に
内
訳
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。

③
納
税
通
知
書（
普
通
徴
収
分
）／
年
税
額

の
う
ち
、
①
②
以
外
の
税
額
を
４
回
に
分

け
て
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付
し

ま
す
。
③
に
加
え
①
ま
た
は
②
の
方
法
で

も
納
付
す
る
人
は
、
③
の
通
知
書
の
１
枚

目
に
そ
の
内
訳
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

６
月
は
環
境
推
進
月
間

環
境
政
策
課

�
７
７
５
―

６
９
２
５

�
７
７
５
―

９
８
７
２

私
た
ち
の
生
活
の
中
か
ら
余
分
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
を
抑
え
、
無
駄
の
な
い
生
活

�
エ
コ
ラ
イ
フ
�を
送
る
こ
と
で
、
地
球
温

暖
化
の
原
因
と
な
る
二
酸
化
炭
素（
Ｃ
Ｏ
２
）

を
少
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
市
の
節
電

５
〜
１０
月
に
本
庁
舎
、各
出
先
機
関
で
、

室
内
の
冷
房
温
度
を
２８
度
に
設
定
し
、
軽

装
で
執
務
す
る�
ク
ー
ル
ビ
ズ
�を
実
施
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
節
電
対
策
の
一
環
で

公
共
施
設
の
一
部
消
灯
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
。

■
夏
の
節
電

夏
に
向
け
た
節
電
へ
の
取
り
組
み
を
始

め
ま
し
ょ
う
。
エ
ア
コ
ン
の
設
定
温
度
は

２８
度
を
目
安
に
設
定
す
る
／
す�

だ�

れ�

や
よ�

し�

ず�

、
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン（
市
の
奨
励

金
制
度
あ
り
）な
ど
を
活
用
す
る
／
家
庭

用
電
気
製
品
を
買
い
替
え
る
と
き
は
省
エ

ネ
ラ
ベ
ル
の
表
示
が
あ
る
物
な
ど
、
消
費

電
力
の
小
さ
な
物
を
選
ぶ
／
冷
蔵
庫
の
詰

め
込
み
過
ぎ
に
注
意
し
、
扉
の
開
け
閉
め

は
短
く
す
る

■
夏
の
エ
コ
ラ
イ
フ
Ｄ
Ａ
Ｙ

簡
単
な
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
使
用
し

て
、
定
め
ら
れ
た
取
り
組
み
項
目
を
チ
ェ

ッ
ク
し
、
削
減
し
た
Ｃ
Ｏ
２
の
量
を
計
算

す
る
取
り
組
み
で
す
。

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
窓
口
を
開
設

子
ど
も
支
援
課

�
７
７
５
―

６
８
１
９

�
７
７
４
―

５
３
４
２

子
ど
も
支
援
課
で
は
、
子
育
て
中
の
家

庭
の
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
の
相
談
を

１
カ
所
で
受
け
付
け
る
相
談
窓
口「
こ
ど

も
す
く
す
く
ス
ク
エ
ア
」を
開
設
し
て
い

ま
す
。
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
を
集
め

た
情
報
コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
�
㈪
〜
㈮（
㈷
・
年
末
年

始
を
除
く
）８
時
３０
分
〜
１７
時

�
生
活

や
家
庭
の
こ
と
、
子
ど
も
の
養
育
、
就
職

や
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
こ
と
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
困
り
ご
と
の
相
談

�
市
内
に
在

住
・
在
勤
・
在
学
の
人

�
直
接
、
子
ど

も
支
援
課
へ

市
認
定
ヘ
ル
パ
ー
養
成
研
修

受
講
者
の
募
集

高
齢
介
護
課

�
７
７
５
―

４
１
９
０

�
７
７
６
―

８
８
７
２

地
域
の
助
け
合
い
を
推
進
す
る
た
め
、

市
認
定
ヘ
ル
パ
ー
養
成
研
修
を
開
催
し
ま

す
。市
が
定
め
る
研
修
を
受
け
る
こ
と
で
、

介
護
福
祉
士
な
ど
の
資
格
を
持
っ
て
い
な

い
人
で
も
、
総
合
事
業
の
担
い
手
と
し
て

要
支
援
者
な
ど
に
家
事
援
助
な
ど
を
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
�
・
�
左
表
参
照

�
介
護
保
険
制
度
、
職
務
の
理
解
、
認
知

症
に
関
す
る
こ
と

�
地
域
の
助
け
合
い

活
動
を
行
う
予
定
の
人

	
各
回
４０
人

（
先
着
順
）
�
左
表
の
受
付
開
始
日
か
ら

電
話
で
、
市
社
会
福
祉
協
議
会（


７７３
―

７

１
５
５
）へ
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情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況
平成28年度

未処理
件数

２

０

２

処理件数

計

５５

５

６０

取下げ

０

０

０

不存在

１１

１

１２

不開示

２

０

２

部分
開示

２０

３

２３

開示

２２

１

２３

受付件数

計

５７

５

６２

前年度
からの
繰越
件数
１

０

１

受付
件数

５６

５

６１

実施
機関

市長
教育
委員会
合計

【表２】 個人情報の開示などの運用状況 （平成２９年３月末現在）

※上記以外の実施機関は実績がありません。

市民の知る権利を尊重し、市民に信頼される開かれた
市政の発展を目的に情報公開制度を設けています。また、
個人の権利利益の保護と、公正で信頼される市政を推進
するため個人情報保護制度を設けています。
■情報公開制度
市が保有している行政文書を請求または申し出に基づ

いて公開する制度です。
平成２８年度の公開の請求・申し出の処理件数は、１９１

件でした（表１）。
公開の請求または申し出を受けた行政文書は、原則と

して全てを公開することになっていますが、特定の個人
が識別される個人情報や法令などの規定により公にする
ことができない情報などが含まれる行政文書は、非公開
になる場合があります。
●対象の行政文書 市職員が職務上作成し、または取得
した文書、図画、写真、磁気テープ、磁気ディスクなど
です。

●請求または申し出の方法 情報公開コーナー（市役所１
階）または各担当課で、請求書または申出書を用いて行
います。市は請求または申し出があった日から１５日以内
に公開・非公開の決定をし、請求者または申出人に文書
で公開の日時を、非公開の場合はその理由をお知らせし
ます。
●審査請求 請求した人が非公開または部分公開とした
決定に納得できない場合には、審査請求をすることがで
きます。弁護士などの専門家で構成された審査会に内容
の調査・審議を諮問し、その答申に基づいて裁決します。
平成２８年度には審査請求が４件あり、いずれも教育委員
会に対するものでした。
■個人情報保護制度
市が保有する個人情報の取り扱いの基本的なルールを

定めたものです。これにより個人情報を保護する措置を
徹底するとともに、自分の個人情報の開示・訂正などを
請求する権利を保障しています。平成２８年度の個人情報
の開示請求の処理件数は６０件で、個人情報の訂正などの
請求はありませんでした（表２）。
収集する個人情報は、事務を行うに当たって必要な範

囲内の個人情報です。思想、信条など内心の自由につい
ての個人情報や社会的差別の原因となる可能性のある個
人情報は、原則として収集していません。

■会議公開制度
市が設置する各種の審議会・委員会・協議会などの会

議を原則として公開するものです。
「会議開催のお知らせ」を情報公開コーナーと各支所・
出張所に掲示します。傍聴希望の人は、会議の当日、直
接会場においでください。平成２８年度の運用状況は（表３）
のとおりです。

未処理
件数

２
０
２
７
０
７
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
９
０
９

処理件数

計

４０
５４
９４
８２
３
８５
１
０
１
１
４
５
０
２
２
４
０
４
１２８
６３
１９１

存否
応答
拒否
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

取下げ

１
１
２
４
０
４
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
５
１
６

適用
除外

１
１
２
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
２

非公開
（文書不
存在を
含む。）

２
１
３
３１
０
３１
０
０
０
０
１
１
０
０
０
０
０
０
３３
２
３５

部分
公開

２２
３７
５９
１６
３
１９
１
０
１
１
３
４
０
０
０
０
０
０
４０
４３
８３

公開

１４
１４
２８
３１
０
３１
０
０
０
０
０
０
０
２
２
４
０
４
４９
１６
６５

受付
件数

４２
５４
９６
８９
３
９２
１
０
１
１
４
５
０
２
２
４
０
４
１３７
６３
２００

受付
区分

請求
申出
合計
請求
申出
合計
請求
申出
合計
請求
申出
合計
請求
申出
合計
請求
申出
合計
請求
申出
合計

実施
機関

市長

教育
委員会

監査
委員

水道事業
の管理者
の権限を
行う市長

消防長

議会

合計

非 公 開

２１９
―

審議事項によ
っては非公開
となる

２４
１９

公 開

１２０
２９

区 分

開 催 件 数
傍 聴 人 数

【表３】 会議の公開の運用状況

※非公開の会議の開催件数２１９件中２１１件は、介護認定審査会の会議
の開催件数です。

総務課 �７７５-４９６３・�７７５-９８１９

【表１】 行政文書の公開についての運用状況 （平成２９年３月末現在）

※「請求」とは市内に在住か在勤または在学の人などが、平成１２年４
月１日以後に市が作成または取得した行政文書の公開を求めること
をいい、「申出」とは請求権のない人が行政文書の公開を求めること、
または平成１２年４月１日前の行政文書の公開を求めることをいいま
す。
※上記以外の実施機関は実績がありません。
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ファクス

７７６-８８７２

７７５-９８２７

７７５-９８４６

電話

７７５-５１２７

７８２-６４７１

７７５-５１２５

７７５-５１３１

担当課

高 齢
介護課

保 険
年金課

市民税課

保険料(税)

介護保険料

国 民 健 康
保 険 税

後期高齢者
医療保険料

個人住民税

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

（
医
療
費
控
除
の
特
例
）

市
民
税
課

�
７
７
５
―

５
１
３
１

�
７
７
５
―

９
８
４
６

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
と

は
、
平
成
２９
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
３３
年

１２
月
３１
日
ま
で
の
間
に
購
入
し
た
ス
イ
ッ

チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品（
※
）の
購
入
費
用
に
つ

い
て
申
告
を
行
う
こ
と
で
、
所
得
税
と
市

県
民
税
の
所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
医
療
費
控
除
の
特
例
で
す
。

※
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ（O

ve
r
T
h
e
C
o
u
n
te
r

）

医
薬
品
と
は
、
主
に
医
師
が
処
方
す
る
医

療
用
医
薬
品
と
し
て
使
用
し
て
い
た
薬

が
、
成
分
の
有
効
性
・
安
全
性
な
ど
に
問

題
が
な
い
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

薬
局
や
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
で
販
売
で
き
る

一
般
用
医
薬
品
等（
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
）に
転

換
さ
れ
た
も
の
で
す
。
控
除
対
象
と
な
る

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
に
は
指
定
が
あ

り
ま
す
の
で
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（
�h

ttp
://w

w
w
.m
h
lw
.go
.jp
/stf

/seisakunitsuite/bunya/000012
4853.htm

l

）で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
支
払
額

本
人
や
本
人
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶

者
そ
の
他
の
親
族
に
つ
い
て
、
１
月
１
日

か
ら
１２
月
３１
日
ま
で
に
支
払
わ
れ
た
一
定

の
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
の
購
入
対
価

よ
り
１
万
２
千
円
を
引
い
た
金
額
が
控
除

額
と
な
り
ま
す（
上
限
８
万
８
千
円
）。

■
必
要
書
類

こ
の
控
除
の
特
例
を
受
け
る
に
は
、
申

告
時
に
必
要
な
書
類
に
加
え
、
次
の
①
②

の
書
類
を
添
付
・
提
示
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

①
健
康
の
維
持
増
進
や
疾
病
の
予
防
へ
の

取
り
組
み（
特
定
健
康
診
査
、
予
防
接
種
、

定
期
健
康
診
断
、
健
康
診
査
、
が
ん
検
診

の
う
ち
一
つ
以
上
）を
行
っ
た
証
明
書
類

※
市
の
予
算
で
住
民
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
実

施
さ
れ
る
健
康
診
査
を
除
き
ま
す
。

②
領
収
証
ま
た
は
レ
シ
ー
ト（
商
品
名
、金

額
、販
売
店
名
、購
入
日
、セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
対
象
商
品
で
あ
る
旨
が

全
て
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
）

■
注
意
事
項

こ
の
控
除
の
特
例
は
平
成
２９
年
分
の
申

告
か
ら
の
導
入
に
な
り
ま
す
。
控
除
の
適

用
を
受
け
る
に
は
、
税
務
署
に
確
定
申
告

書
を
提
出
す
る
か
、
市
役
所
に
市
県
民
税

申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
市
県
民
税
に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
か

の
手
続
き
を
行
え
ば
控
除
が
適
用
さ
れ
ま

す
が
、
所
得
税
に
つ
い
て
は
税
務
署
へ
の

確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま

す
。ま

た
、
こ
の
控
除
の
特
例
は
現
行
の
医

療
費
控
除
と
の
選
択
制
と
な
り
、
併
せ
て

適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

年
金
振
込
通
知
書
の
郵
送

大
宮
年
金
事
務
所

�
６
５
２
―

３
３
９
９

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

�
０
５
７
０
―

０５
―

１
１
６
５

年
金
振
込
通
知
書
は
、
金
融
機
関
な
ど

へ
の
口
座
振
り
込
み
で
年
金
を
受
け
取
っ

て
い
る
人
に
、
毎
年
６
月
に
１
年
分
の
年

金
支
払
額
な
ど
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で

す
。
年
金
支
払
額
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

は
、
そ
の
都
度
、
当
月
と
次
回
以
降
の
年

金
支
払
額
な
ど
を
記
載
し
た
通
知
書
を
郵

送
し
ま
す
。

年
金
か
ら
特
別
徴
収（
天
引
き
）さ
れ
て

い
る
保
険
料（
税
）額
と
個
人
住
民
税
額
に

つ
い
て
は
、
左
表
の
担
当
課
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

市では、地震や武力攻撃などの災害時に、国から「全国瞬
時警報システム（Ｊアラート）」を通じて送られてくる緊急情
報を、防災行政無線を用いて確実に皆さんにお伝えするため、
情報伝達訓練を行います。これは、全国一斉に行われる訓練
です。 �７月５日㈬１０時１５分ごろ �下表のとおり

防災行政無線による試験放送

市内１２８カ所に設置してある防災行政無線から、毎日実
施している定時放送と同じくらいの音量で次の順番の内
容が一斉に放送されます。
【放送内容】
①「こちらは、防災上尾です。」
②「ただ今から訓練放送を行います。」
③（緊急地震速報チャイム音）
④「緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。大地震です。
これは訓練放送です。」を３回
⑤「これで訓練放送を終わります。」
⑥「こちらは、防災上尾です。」

危機管理防災課 �７７５-５１４０・�７７５-９９２７

防災行政無線を用いた
緊急情報の伝達訓練
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毎年６月と１２月に財政事情を公表しています。これは市
民の皆さんが納めた貴重な税金や国・県からの支出金など
がどのように使われているかをお知らせし、市政について
理解を深めていただくためのものです。今回の収支状況な

どは平成２９年３月３１日現在のもので、４月１日～５月３１日の出
納整理期間の収入・支出は含まれていません。その分を含
めた平成２８年度決算は『広報あげお』１２月号でお知らせしま
す。

執行率（％）
８９．０
９２．５
８８．８
７９．１
９３．３
８９．４

支出済額
５７０．５
２５５．４
１２３．１
４１．２
２２．３

１，０１２．５

収入率（％）
８８．８
９０．４
１０１．５
６９．３
９８．３
９０．０

収入済額
５６９．２
２４９．６
１４０．８
３６．１
２３．５

１，０１９．２

予算現額
６４１．１
２７６．２
１３８．７
５２．１
２３．９

１，１３２．０

会計名
一 般 会 計
国民健康保険
介 護 保 険
公共下水道事業
後期高齢者医療
合 計

収入・執行率（％）
９６．７
８７．２
７１．９
７７．７

収入・支出済額
４４．４
３８．２
２．３
１８．８

予算現額
４５．９
４３．８
３．２
２４．２

収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

収入率
（％）
９９．９
８７．６
２２．９
７９．３
１００．０
１０１．０
１０７．４
８６．５
９８．４
９５．１
９５．７

３月末
収入済額
３０１．０
８８．７
１４．９
３１．８
３１．９
３１．７
３０．４
１３．４
６．１
３．９
１５．４

予算現額

３０１．１
１０１．２
６５．１
４０．１
３１．９
３１．４
２８．３
１５．５
６．２
４．１
１６．１

市 税
国庫支出金
市 債
県 支 出 金
繰 越 金

地方消費税交付金
地方交付税
諸 収 入

使用料及び手数料
地方譲与税
そ の 他

執行率
（％）
９０．３
８５．１
１００．０
７９．９
９０．７
７８．２
９５．１
９１．３
９７．８
９４．１

３月末
支出済額
２７１．２
６２．６
６５．６
４９．６
４６．８
３９．４
２５．１
４．２
４．４
１．６

予算現額

３００．２
７３．６
６５．６
６２．１
５１．６
５０．４
２６．４
４．６
４．５
１．７
０．４

民 生 費
総 務 費
公 債 費
土 木 費
教 育 費
衛 生 費
消 防 費
商 工 費
議 会 費
農林水産業費
予 備 費

金 額
５５６億９，３９０万円
１６１億８，４９８万円
５０億３，４１９万円
７６９億１，３０７万円

区 分
一般会計

公共下水道事業
水道事業
合 計

建 物
３８５，８０１
８，２９３

３９４，０９４

土 地
１，７５０，４４２
１０９，０３１

１，８５９，４７３

行政財産
普通財産
合 計

市が保有する主な財産は以下のとおりです。

■民 生 費…保育所の運営、高齢者や障害のある人へのサービス提供など
の費用

■総 務 費…選挙、戸籍、徴税、庁舎管理などの費用
■公 債 費…借り入れたお金の返済などの費用
■土 木 費…道路、河川、公園の整備・管理、都市整備などの費用
■教 育 費…学校、図書館、公民館などの管理・運営、文化・スポーツ振

興の費用
■衛 生 費…ごみ・し尿の処理、環境対策、健康推進などの費用
■消 防 費…消防施設の整備や救急活動、災害対策などの費用
■商 工 費…商工業の推進や振興などの費用
■議 会 費…議会運営などの費用
■農林水産業費…農林水産業の推進や振興などの費用

■市 税…個人や法人が市に納める税金
■国庫支出金…国と市が共同で行う事務・事業に交付されるお金
■市 債…学校や道路などの整備を行うために銀行などから借りるお金
■県 支 出 金…県と市が共同で行う事務・事業に交付されるお金
■繰 越 金…前年度の会計から持ち越されたお金
■地方消費税交付金…消費税のうち一定割合（８㌫のうち０．８５㌫分）が人口などに応

じて全国の市町村に交付されるお金
■地方交付税…一定水準の行政サービスを提供するため、国から交付される

お金
■諸 収 入…市の預金利子や貸付金の元金収入など、他の収入には含まれ

ないお金
■使用料及び手数料…施設の使用料や住民票などを取得する時にかかる手数料
■地方譲与税…国税として徴収される自動車重量税などのうち、市に譲与さ

れるお金

■市有財産の状況

（単位：㎡）

※行政財産とは、庁舎、消防施設など市が直接使用する財産や学校、公民館、公園
など、市民が共同利用する施設です。
※普通財産とは、貸し付けなどができる特定の使用目的を持たない財産です。

■水道事業会計の収支状況 （単位：億円）

平成２９年３月３１日現在の市民１人当たりの支出額は約２５万円です。

財政課
�７７５-４２４７・�７７６-８８７３財政事情を公表

■一般会計の収支状況明細

■会計別の収支状況 （単位：億円）

平成２９年３月３１日現在の市民１人当たりの市債残高は３３万７，３４１
円です。

■市債の状況

※市債とは学校や道路、上下水道などの公共施設を整備するために国や県、金融機
関などから借り入れたお金です。

●歳出 （単位：億円）

●歳入 （単位：億円）


